
  

一 

令和 6 年 9 月 27 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第５２号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

病
院
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
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を
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す
る
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理
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管
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規

程 

 

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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令
和
六
年
九
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
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晋
一
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千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
八
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千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
□
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
二
号
□
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
二
十
二
条
中
□
第
三
十
三
条
の
二
□
の
下
に
□
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
□
を
加
え
□
□
の
事
務
を
私
人
に
□
を
□
に
関
す
る

事
務
を
□
に
□
□
委
託
契
約
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
□
を
□
事
務
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
□
委
託
契
約

を
締
結
し
な
け
れ
ば
□
に
改
め
る
□ 

 

第
二
十
三
条
第
五
項
中
□
者
□
以
下
□
公
金
徴
収
事
務
受
託
者
□
と
い
う
□
□
□
を
□
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
□
に
□
□
公
金
徴
収
事
務
受
託
者
は
□
を
□
当
該
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
は
□
に
改
め
る
□ 

 

第
二
十
四
条
第
三
項
中
□
公
金
徴
収
事
務
受
託
者
□
を
□
前
条
第
五
項
の
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
□
に

改
め
□
同
条
第
四
項
中
□
公
金
徴
収
事
務
受
託
者
□
を
□
同
項
の
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
□
に
改
め
□
同

条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
□
公
金
徴
収
事
務
受
託
者
□
を
□
前
条
第
五
項
の
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
□
に

改
め
る
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第
二
十
五
条
中
□
公
金
徴
収
事
務
受
託
者
□
を
□
第
二
十
三
条
第
五
項
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指
定
公
金
事
務
取
扱
者
□
に

改
め
る
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第
二
十
六
条
第
一
項
中
□
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
□
を
削
る
□ 

 

第
百
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
□ 

 

□
電
磁
的
記
録
に
よ
る
契
約
書
等
の
作
成
□ 

第
百
二
十
四
条
の
二 

第
百
二
十
三
条
第
一
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

契
約
書
及
び
変
更
契
約
書
に
つ
い
て
は
□
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
の
作
成
を
も
□
て
□
こ
れ
ら
の
書
類
の
作
成
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
当

該
電
磁
的
記
録
は
□
こ
れ
ら
の
書
類
と
み
な
す
□ 

 

第
百
四
十
六
条
の
二
中
□
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
一
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□
を
□
第
二
十
一
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の
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三
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一
項
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一
号
□
に
改
め
る
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四
十
六
条
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一
項
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第
二
項
中
□
第
二
十
一
条
の
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四
第
一
項
第
三
号
□
を
□
第
二
十
一

条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
□
に
改
め
る
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中
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□
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□
施
行
期
日
□ 

１ 
こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の
日
前
に
□
改
正
前
の
千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た

用
紙
は
□
同
日
以
後
に
お
い
て
も
□
当
分
の
間
□
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
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千
葉
県
病
院
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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令
和
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千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
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千
葉
県
病
院
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
行
政
文
書
規
程
□
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
六
号
□
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
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第
二
条
第
七
号
を
削
る
□ 

 

第
三
十
六
条
の
二
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
を
付
す
場
合
に
あ
□
て
は
□
主
務
課
長
又
は
主
務
課
長
が
指
名
す
る

者
は
□
当
該
電
子
署
名
を
付
す
電
子
文
書
の
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 
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こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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